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規 則

景観法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２０年９月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第９２号

景観法施行細則の一部を改正する規則
景観法施行細則（平成２０年北海道規則第７２号）の一部を次のように改正する。
第４条に次の１項を加える。
４ 景観条例第２２条第１項第４号の規則で定める区域は、ニセコ町の区域とする。

附 則

この規則は、平成２０年１０月１日から施行する。

告 示

北海道告示第６１３号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、平成２０年９月１２日、新
篠津土地改良区の定款の変更を認可した。
平成２０年９月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第６１４号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１項の規定により、南幌町中樹林地区
の換地計画を定めた。
その関係書類は、北海道空知支庁に備え置いて、平成２０年９月２５日から２０日間、一般の縦
覧に供する。
なお、この計画については、同条第４項において準用する同法第８７条第６項の規定に基づ
き、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日以内に農林水産大臣に審査請求をすることが
できる。
また、同法第８９条の２第４項において準用する同法第８７条第７項の規定による裁決に不服
がある者は、同法８９条の２第４項において準用する同法第８７条第１０項の規定に基づき、国を
被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該裁決の取消し
の訴えを提起することができる。
平成２０年９月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ

公 表

水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第１項の規定により、二級河川美国川水系美国川
に係る浸水想定区域を指定したので、同条第３項の規定により当該区域及び浸水した場合に
想定される水深を公表する。
これらを表示した図面は、北海道建設部土木局河川課並びに北海道小�土木現業所事業部
治水課及び余市出張所に備え置いて閲覧に供する。
平成２０年９月２４日

北海道知事 高 橋 はるみ
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